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大
山
祇
神
社
は
古
く
か
ら
こ
の
大
三
島
に
鎮
座

し
、
日
本
総
鎮
守
、
伊
豫
國
一
宮
と
尊
崇
さ
れ
て

き
た
四
国
第
一
の
古
大
社
で
ご
ざ
い
ま
す
。
御
祭

神
は
大
山
積
大
神
、
ま
た
の
名
を
和
多
志
大
神
と

申
し
、
山
岳
を
守
護
さ
れ
る
神
様
で
あ
る
だ
け
で

な
く
、
五
穀
成
就
、
海
上
安
全
、
漁
業
満
足
、
長

命
開
運
、
造
酒
の
守
護
神
と
し
て
も
、
広
く
知
ら

れ
て
お
り
ま
す
。
古
来
、
皇
室
を
始
め
一
般
国
民

に
至
る
ま
で
崇
敬
が
篤
く
、「
大
三
島
詣
で
」
と

し
て
知
ら
れ
、
遠
近
よ
り
参
拝
す
る
も
の
が
絶
え

ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
し
て
崇
敬
者
に
満
足
を
与

え
、
便
宜
を
図
る
た
め
、
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）

に
当
時
の
国
幣
大
社
大
山
祇
神
社
の
崇
敬
者
団
体

と
し
て
、
大
三
島
大
社
講
は
設
立
さ
れ
ま
し
た
。

皆
様
の
ご
入
講
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

　【
こ
の
講
社
の
趣
旨
】

　

大
三
島
大
社
講
は
大
山
祇
神
社
の
崇
敬
者
を
結

集
し
、
敬
神
崇
祖
の
信
念
に
基
づ
き
、
至
誠
以
て

道
義
を
高
揚
し
神
恩
に
奉
謝
し
普
く
神
人
和
力
文

明
造
化
の
真
理
を
顕
現
し
、
大
山
祇
神
社
の
維
持

を
図
り
次
の
事
業
を
行
う
。

【
こ
の
講
社
の
主
な
事
業
】

◦
大
山
祇
神
社
の
神
徳
昂
揚

◦ 

大
山
祇
神
社
国
宝
重
要
文
化
財
そ
の
他
宝
物
保

存
修
理

◦
大
山
祇
神
社
祭
礼
神
事
の
保
存

◦
図
書
、
雑
誌
の
編
集
発
行

◦
講
演
会
の
開
催

◦
講
社
員
募
集
並
び
に
伝
道

◦ 

そ
の
他
本
講
社
目
的
達
成
の
た
め
に
必
要
な
事

業

　【
入
講
後
の
主
な
待
遇
】

◦ 

家
内
安
全
家
業
繁
栄
祈
願
祭
斎
行
の
上
、
大
麻

を
奉
送
す
る
。

◦ 

講
社
大
祭
並
び
に
毎
月
一
日
祭
に
講
社
員
名
簿

を
奉
奠
し
て
家
内
安
全
家
業
繁
栄
の
祈
願
祭
を

斎
行
す
る
。

◦
大
山
祇
神
社
宝
物
館
拝
観
優
待
券
贈
呈
。

◦
大
三
島
海
事
博
物
館
拝
観
優
待
券
贈
呈
。

◦
社
報
「
大
三
島
宮
」
を
贈
呈
。

◦
大
三
島
暦
を
贈
呈
。

◦ 

大
山
祇
神
社
例
大
祭
・
講
社
大
祭
他
の
御
案
内

　【
ご
入
講
の
手
続
き
】

◦
名
誉
講
社
員　

毎
年　

五
十
口
以
上

◦
特
別
講
社
員　

毎
年　
　

五
口
以
上

◦
正　

講
社
員　

毎
年　
　

一
口
以
上

　
　
　

但
し
、
一
口　
　

金
三
千
円
也

　

入
講
に
関
し
ま
し
て
は
、
当
社
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

〒
七
九
四

−

一
三
九
三

　

愛
媛
県
今
治
市
大
三
島
町
宮
浦
三
三
二
七

　

大
山
祇
神
社
内　

大　

三　

島　

大　

社　

講

　

℡　

〇
八
九
七

−

八
二

−

〇
〇
三
二

大
三
島
大
社
講
の
ご
案
内

宝物館優待券 大三島暦

大
三
島
大
社
講
に
つ
い
て
、

こ
ち
ら
よ
り
ご
意
見
等
お
寄

せ
く
だ
さ
い
。
入
講
の
有
無

に
か
か
わ
ら
ず
、
ど
な
た
で

も
ご
回
答
い
た
だ
け
ま
す
。
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十
月
八
日
、
当
社
の
産
須
奈
大
祭
（
秋
祭
）
が

盛
大
に
執
り
行
わ
れ
た
。

　

こ
の
秋
祭
は
、
国
土
安
泰
・
五
穀
豊
穣
感
謝
・

海
上
安
全
・
民
族
の
繁
栄
・
農
水
産
物
の
増
産
等

を
祈
念
す
る
も
の
で
、
氏
子
崇
敬
者
、
地
域
住
民
・

島
民
ら
が
参
集
し
盛
大
に
行
わ
れ
る
。

　

神
輿
渡
御
、
供
奉
行
列
、
獅
子
連
中
に
よ
る
獅

子
舞
奉
仕
も
四
年
ぶ
り
に
行
わ
れ
、
島
内
は
大
変

賑
わ
っ
た
。

　

八
日
の
大
祭
当
日
に
至
る
ま
で
、
獅
子
連
中
の

奉
仕
者
た
ち
は
毎
日
夜
遅
く
ま
で
練
習
を
重
ね
、

地
区
内
に
は
毎
晩
太
鼓
や
笛
の
音
が
響
い
て
い

た
。
そ
し
て
、
大
祭
前
日
の
七
日
午
前
四
時
三
十

分
、【
獅し

子し

宿や
ど

門か
ど

出で

祭さ
い

】
を
行
い
、
獅
子
ら
が
練

習
拠
点
と
し
て
い
た
宿
元
を
発
つ
。
次
い
で
午
前

六
時
、
当
社
に
て
【
鎮ち

ん

疫え
き

宮み
や

出だ
し

祭さ
い

】
を
斎
行
。
大

神
様
の
御
霊
を
拝
戴
し
、
二
日
間
に
亘
っ
て
、
当

社
が
鎮
座
す
る
宮
浦
地
区
の
氏
子
の
家
々
を
練
り

歩
き
、
獅
子
舞
を
奉
納
し
た
。
ま
た
、
大
祭
当
日

は
当
社
か
ら
三
基
の
神
輿
を
始
め
、
多
数
の
供
奉

奉
仕
者
を
伴
い
台

う
て
な

地
区
の
三
島
神
社
へ
の
御
旅
、

約
六
キ
ロ
を
練
り
歩
い
た
。
八
日
夜
に
は
冷
た
い

雨
が
降
っ
て
い
た
が
、【
鎮ち

ん

疫え
き

宮み
や

入い
り

祭さ
い

】
を
行
い
、

獅
子
連
中
の
全
て
の
行
事
を
無
事
終
え
る
こ
と
が

で
き
た
。 産

須
奈
大
祭
（
秋
祭
）

十
月
八
日

う
ぶ

た
い

さ
い

な

す

宮
みや
浦
うら
獅子

出
しゅつ
　御

ぎょ
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宮浦獅子

盛
さかり
獅子

甘崎獅子

宮浦獅子

野
の
々
の
江
え
獅子

甘
あま
崎
ざき
獅子
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十
月
二
十
三
日
（
旧
暦
九
月
九
日
）
抜
穂
祭
を

斎
行
。
当
日
は
秋
の
晴
天
に
恵
ま
れ
、
心
地
よ
い

日
差
し
の
中
、
神
事
が
行
わ
れ
た
。

　

三
基
の
神
輿
が
行
列
を
な
し
て
斎
田
に
向
け
出

御
、
斎
田
で
は
抜
穂
乙
女
ら
が
【
抜
穂
神
事
】
を

行
っ
た
。
春
の
御
田
植
祭
で
早
乙
女
ら
に
よ
っ
て

植
え
ら
れ
た
早
苗
は
、
類
を
見
な
い
今
年
の
酷

暑
・
残
暑
に
晒
さ
れ
た
。
一
時
は
抜
穂
祭
に
間
に

合
う
か
と
懸
念
さ
れ
た
も
の
の
、
祭
典
前
に
は
無

事
稲
穂
が
実
っ
て
い
た
こ
と
に
安
堵
し
た
。
ま

た
、
春
の
御
田
植
祭
と
同
様
に
【
一ひ

と
り人
角ず

も
う力
】
が

奉
納
さ
れ
、
来
年
の
五
穀
豊
穣
が
約
束
さ
れ
た
。

　

刈
り
取
ら
れ
た
初
穂
（
品
種　

松
山
三み

井い

）
は

十
一
月
二
十
三
日
の
新
嘗
祭
、
二
月
十
七
日
の
祈

年
祭
に
も
供
え
ら
れ
、
酒
造
所
に
運
ば
れ
た
お
米

は
神
酒
造
り
の
祭
事
に
供
え
【
神
酒 

白
鷺
】
と

な
る
。

抜 

穂 

祭

十
月
二
十
三
日
（
旧
暦
九
月
九
日
）

ぬ
き

さ
い

ほ

神輿渡御

抜穂神事

一人角力

きれいに稲を
刈り取れてよかった。無事に初穂を

神様にお供えできて
うれしかった。
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明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

さ
て
、
令
和
六
年
は
、
新
年
早
々
予
期
せ
ぬ
幕

開
け
と
な
り
ま
し
た
。
楽
し
か
っ
た
は
ず
の
正
月

休
み
が
一
変
。
自
由
を
奪
わ
れ
、
種
々
の
悲
劇
や

不
条
理
な
現
実
を
目
の
当
た
り
に
さ
れ
て
い
る

方
々
の
苦
労
は
計
り
知
れ
ま
せ
ん
。

　

様
々
な
境
遇
を
抱
え
な
が
ら
も
、
前
を
向
き
続

け
、
力
強
く
困
難
を
乗
り
越
え
て
い
く
、
歩
み
を

止
め
ぬ
皆
様
に
、
大
神
様
の
御
加
護
が
ご
ざ
い
ま

す
こ
と
、
そ
し
て
数
多
の
辛
抱
が
実
り
、
上
り
龍

の
如
く
幸
多
き
一
年
に
な
り
ま
す
こ
と
を
心
よ
り

ご
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。

　

次
号
で
は
、
当
社
に
吹
き
込
む
春
の
便
り
を
ご

紹
介
い
た
し
ま
す
。
お
楽
し
み
に
。 

（
工
藤
）

編
集
後
記

宜
し
け
れ
ば
、
ご
意
見
、
ご
感

想
等
を
こ
ち
ら
よ
り
お
寄
せ
く

だ
さ
い
。
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法
楽
連
歌
解
説

　大
三
島
宮
法
楽
連
歌
は
文
安
二
年
か
ら
寛
文
十
一

年
に
い
た
る
二
二
七
年
の
間
に
奉
納
さ
れ
た
も
の
で

合
計
二
八
一
巻
の
懐
紙
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。
作
者

は
大
祝
家
を
始
め
と
す
る
社
家
、
三
島
水
軍
の
武
将

達
、
時
宗
僧
、
女
性
な
ど
時
代
の
変
遷
と
と
も
に
各

層
に
わ
た
っ
て
い
る
。
昭
和
四
十
七
年
五
月
、
国
の

重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。
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二
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五
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十
九
日
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十
二
日

四
月 

一
日

 

二
十
二
日

 

二
十
日

三
月 

一
日

大
三
島
宮
祭
事
暦

 

令
和
六
年
三
月
～
令
和
六
年
五
月

宇
迦
神
社
祈
晴
奉
賽
祭

後

宮

祭

例

大

祭

併

講

社

大

祭

御

更

衣

御

戸

開

祭

神

殿

清

掃

祭

宇

迦

神

社

祈

晴

祭

月

次

祭

一

日

祭

下

種

祭

昭

和

祭

月

次

祭

一

日

祭

月

次

祭

春

季

祖

霊

社

祭

皇

霊

殿

遥

拝

式

一

日

祭

　

天あ
ま

照て
ら
す

大お
お

神み
か
みの
孫
、「
瓊に

瓊に

杵ぎ
の

尊み
こ
と」
の
皇
妃
と
し

て
迎
え
ら
れ
た
「
木こ

の

花は
な

開さ
く

耶や

姫ひ
め

」
と
そ
の
姉
神

「
磐い

わ

長な
が

姫ひ
め

」
は
当
社
御
祭
神
「
大
山
積
大
神
」
様

の
御
子
神
で
あ
り
ま
す
。
磐
長
姫
命
（
摂
社
、
阿あ

奈な

波ば

神
社
）
は
特
に
健
康
長
寿
の
御
神
徳
を
備
え

古
来
よ
り
格
別
の
ご
信
仰
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
御
神
縁
に
よ
り
大
山
祇
神
社
で
は
、
崇
敬

者
各
位
の
お
誕
生
日
を
神
前
に
御
奉
告
申
し
上

げ
、
今
日
ま
で
の
御
神
恩
を
報
謝
し
、
お
誕
生
日

を
祝
し
長
命
富
貴
と
益
々
の
御
活
躍
を
祈
念
す
べ

く
毎
日
祈
願
祭
を
斎
行
致
し
て
お
り
ま
す
。

　

御
多
忙
の
事
と
は
存
じ
ま
す
が
、
是
非
御
参
拝

の
上
、
神
恩
に
感
謝
し
益
々
の
御
多
幸
を
お
祈
り

く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
御
案
内
申
し
上
げ
ま
す
。

　

尚
、
当
日
に
限
ら
ず
ご
遠
方
の
方
や
事
情
に
よ

り
参
拝
の
叶
わ
ぬ
方
は
、
お
申
込
い
た
だ
き
ま
し

た
ら
誕
生
祭
を
斎
行
の
上
、
御
守
（
誕た

ん

生じ
ょ
う

守ま
も
り）

を
お
送
り
致
し
ま
す
。
御
家
族
の
誕
生
祭
を
ま
と

め
て
お
申
込
さ
れ
て
も
構
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
毎

年
の
誕
生
祭
案
内
を
ご
希
望
さ
れ
る
方
に
は
、
ご

自
身
の
誕
生
日
前
に
当
社
よ
り
案
内
を
お
送
り
致

し
ま
す
。
ご
不
明
な
点
等
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
社
務

所
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

〈
申
込
先
〉

　

〒
七
九
四

−

一
三
九
三

　

愛
媛
県
今
治
市
大
三
島
町
宮
浦
三
三
二
七

　

大
山
祇
神
社
社
務
所

　

℡　

〇
八
九
七

−

八
二

−

〇
〇
三
二

　
　

電
話
対
応
時
間
：
午
前
九
時
～
午
後
四
時

※ 

住
所
等
の
変
更
、
送
付
物
の
停
止
等
に
関
し
ま

し
て
は
、
ご
一
報
い
た
だ
け
ま
す
と
幸
い
で
す
。

誕
生
祭
の
ご
案
内

誕生守
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